
四国森林管理局入札監視委員会 審議概要

（ホームページ掲載日：平成２３年３月３１日）

開 催 日 及 び 場 所 平成２３年 ３月１８日（金曜日）四国森林管理局会議室

渡邊 法美 （高知工科大学マネジメント学部教授）

委 員 横川 和博 （高知大学人文学部教授）

笹原 克夫 （高知大学農学部教授）

川合 通子 （高知県森と緑の会理事長）

古谷 純代 （高知商工会議所女性会会長）

審 議 対 象 期 間 平成２２年１０月 １日～平成２２年１２月３１日

８１件 うち、１者応札案件２６件

審 議 対 象 案 件 契約の相手方が公益社団法人等の案件 ３件

５１件 うち、１者応札案件 １５件

抽 出 案 件 （抽出率６３％） （抽出率５８％）

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ２件

（抽出率６７％）

一般競争

１４件 うち、１者応札案件 ０件

工 契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

抽 指 公募型指名競争 該当なし

事 名 工事希望型競争 該当なし

競 その他の指名競争 該当なし

争

出 随意契約 該当なし

一般競争 １０件 うち、１者応札案件 ０件

契約の相手方が公益社団法人等の案件 ２件

指 公募型競争 該当なし

案 業 名 簡易公募型競争 該当なし

競 その他の指名競争 該当なし

争

随 公募型プロポーザル 該当なし

件 務 意 簡易公募型プロポーザ 該当なし

契 ル

約 標準型プロポーザル 該当なし

その他の随意契約 該当なし

内 物 一般競争 ２５件 うち、１者応札案件 １３件

品 契約の相手方が公益社団法人等の案件 ０件

・ 指名競争 該当なし

役 随意契約（企画競争・公募） 該当なし

務

訳 等 随意契約（その他） ２件

（特記事項）なし



意見・質問 回答等

委 ○ 治山・林道工事の入札において、予定価 ○ 今回は予定価格超過者が多いので、今後注意深く

員 格を超過した入札価格が多い。官積算が適切 見ていくとともに、必要があれば積算方法についても

か でない可能性もあるので、その妥当性を検証 改善に向け引き続き努力していきたい。

ら すべきではないか。

の

意 ○ 造林事業においては１者応札が多く気に ○ 四国局管内では、他の地域と比べて請負事業体の

見 かかるが、その業者しか受注できない理由が 絶対数が少なく、民有林における森林整備は森林組合

・ あるのか。 が主体となっている。

質 森林組合は地元の民有林での作業を主とすることか

問 ら、四国局が業務を発注した場合でも、発注箇所周辺

の地元の森林組合が応札している。

森林組合などの事業体は当面の作業が確保できてい

そ れば無理には応札してこないのではないかと考える。

れ

に ○ 応札者を増やすために何か努力はし ○ 入札に参加していただく機会を増やすための情報

対 ているのか。 発信として、平成２０年以降に四国森林管理局管内の

す また、発注時期の予告等は行っている 造林事業において応札実績のある不特定多数の事業体

る のか。 にメール、ＦＡＸ等で入札情報を提供するなどの取組

回 を行っている。努力をしている。

答 また、年間の発注見込みの情報を年度当初にＨＰ上

等 で公表している。

○ 各事業の作業期間について、異常気 ○ 予定価格の金額によって標準的な期間の定めはあ

象、災害の際は配慮があるのか。 るが、発注の際は時期的なものを考慮して設定した

り、異常気象等の際に期間を延長するなど請負事業体

に配慮している。

○ 生産事業において不落随契があるが、不 ○ 生産事業は作業期間が長くなることから期間を十

適切な時期に不適切な規模の事業を発注して 分に設ける必要があるが、この箇所は自然公園である

いたのではないか。 ことから入林者が減少する秋以降に発注しなければな

らなず、結果として作業期間が短くなったために応札

者がいなかったが、共同事業体であれば作業可能であ

るとのことから受注していただいたものである。

委員会による意見の具申又は勧告の内容 特になし

［これらに対し部局長が講じた措置］


